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　　　基地警備監視システムの点検整備及び修理に係る契約希望者募集要項

　　　（公募）

　次の契約について公募を実施するので、参加を希望する者は、下記に基づき資料

等を提出して下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（代表公募実施権者）

　　　　　　　　　　　　　　　　　分任支出負担行為担当官　

　　　　　　　　　　　　　　　　　海上自衛隊舞鶴地方総監部経理部長　

　　　　　　　　　　　　　　　　　（連名公募実施権者）

　　　　　　　　　　　　　　　　　分任支出負担行為担当官　

　　　　　　　　　　　　　　　　　海上自衛隊佐世保地方総監部経理部長　

１　調達予定品目等 

　　平成２９年度、平成３０年度及び平成３１年度における舞鶴弾薬整備補給所及

　び佐世保弾薬整備補給所の基地警備監視システムの点検整備及び修理

２　公募に応募できる者の資格

　　応募できる者は、次に掲げる事項のすべてに該当する者とする。

（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）（以下「予決令」という）

　　第７０条の規定に該当しない者であること。

　　　なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な

　　同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

（２）予決令第７１条の規定に該当しない者であること。

（３）防衛省及び契約担当官等から指名停止等の措置を受けている期間中の者でな

　　いこと。

（４）経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正

　　な契約の履行が確保される者 

（５）平成２８・２９・３０年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の

　　提供等」に係る近畿地区及び九州・沖縄地区の競争参加資格を有する者

舞監公示第２９－２３号

   ２９　．　７　．　２０

記 
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（６）別紙「調達予定内容等」の点検整備及び修理に関し、必要な次の体制・能力

　　を有すること又は履行時までに有することができること。

　　ア　調達しようとする役務の提供能力を有する者

　　イ　役務の提供に当たり、必要な技術及び修理設備又は公的資格を有する者

　　ウ　履行後の不具合及び改修に関する対応が迅速、かつ、継続的に可能な者

　　エ　法令の規定により官署等の許可又は認可を必要とする場合は、当該許可若

　　　しくは認可を契約履行時に受けている者

　　オ　応募する品目及び接続機器が必要とする規格、品質により役務履行が可能

　　　であること。

　　カ　秘密を取扱う場合は、秘密を取扱う関係者については、秘密保全上支障の

　　　ないことを確認した者を充てることができる者

（７）下請企業に一部業務委託を行う場合は、委託させる業務に応じて、本項第６

　　号の項目を満たすことを証明できること。

（８）日本国籍を有し、日本国憲法及びその下に成立した政府を暴力等で破壊する

　　ことを主張する団体等、その他を結成し又は加入し若しくは協力していないこ

　　とを証明又は誓約し若しくは保証できること。

３　参加表明 

　　応募する者は、「参加表明書」（別紙様式）及び第１号、第２号に掲げる資料

　並びに次項に掲げる資料（以下「技術資料」という。）を提出しなければならな

　い。ただし、前年度に同一の資料を提出した者で、本年度においても変更がない

　場合は、その旨の書面を提出することで資料の提出を省略することができる。 

（１）資格審査結果通知書（写し）

（２）会社の財政状況・経営成績を証する書類（直近の決算期における有価証券報

　　告書、監査報告書及び会計監査人設置会社にあっては、会計監査報告書並びに

　　内部統制システム整備状況の概要）

４　技術資料の提出

（１）応募時の提出

　　　過去５年以内に同一資料を提出した者で、本年度の資料に変更がないか又は

　　部分的な変更のみである場合は、変更のない旨の書面又は変更となった部分を

　　明記した書面及び変更部分に係る技術資料を提出することで、当該資料の提出

　　を省略することができる。

　　　また、他の公募実施権者が実施した同種の公募手続きにおける技術審査に合

　　格している場合は、当該合格通知の写し及び合格時の技術資料と変更がない旨

　　の書面をもって代えることができる。
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　　ア　過去３年間の当該器材及び同等又は類似器材の修理実績一覧表（実績が無

　　　い場合は省略可）

　　イ　第２項に規定する設備、体制及び能力を証明する書類（組織図、動員計画

　　　安全体制等）

　　ウ　法的資格保有者名簿（資格取得後の経験年数を含む。）

　　エ　下請企業に一部業務委託を行う場合は、下請（予定）企業一覧表及び本項

　　　イ及びウに規定する書類

　　オ　本業務の効率化に関する提案書（様式適宜）

（２）対象期間内の提出

　　　複数年度の調達に係る公募の結果、合格の結果通知書を受けた者は、対象期

　　間内の各年度の開始前までに提出済みの技術資料の変更の有無について明記し

　　た書面及び変更部分に係る技術資料を提出しなければならない。

５　参加表明書及び技術資料の提出先等 

（１）提出先

　　　海上自衛隊舞鶴地方総監部経理部契約課審査係 

　　　〒６２５－００８７

　　　京都府舞鶴市字余部下１１９０番地 

　　　０７７３－６２－２２５０（内線２２５５） 

（２）提出期間

　　　２９．７．２４（月） ～ ２９．８．１４（月）

　　　なお、上記の期間にかかわらず新たに体制・設備が整った場合は応募するこ

　　とができる。ただし、希望する調達品目の調達に間に合わないことがある。

（３）提出方法 

　　　直接持参又は郵送

　　　なお、直接持参する場合は、休日を除く毎日、午前８時００分から午後４時

　　４５分まで。ただし、正午から午後１時までの時間を除く。 

６　技術資料の審査等 

（１）技術資料の提出者は、技術審査を実施する部隊の担当者から提出資料につい

　　て説明を求められた場合には、協力しなければならない。 

（２）技術資料の提出者は、技術審査を実施する部隊の担当者から検査・修理体制

　　調査のために工場等（下請企業の工場等を含む。）に係る調査のための協力依

　　頼があった場合には、工場等への立入りを含め調査に協力しなければならない。

７　審査結果の通知
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　　資格審査資料及び技術資料を提出した者のうち、履行能力があり、競争に参加

　させることが適当と認められた者に対しては審査合格の通知を行う。その他の者

　に対しては審査不合格の通知を行う。 

８　疑義の申立 

（１）審査結果に疑義のある者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内容につい

　　て、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して５日以内に書面をもって

　　申し立てることができる。

　　ア 窓口：海上自衛隊舞鶴地方総監部経理部契約課審査係 

　　　　　　 〒６２５－００８７

　　　　　　 京都府舞鶴市字余部下１１９０番地 

             ０７７３－６２－２２５０（内線２２５５） 

　　イ 時間：直接持参する場合は休日を除く毎日、午前８時００分から午後４時

　　　　　　４５分まで。ただし、正午から午後１時までの時間を除く。 

（２）契約担当官等は、疑義について説明を求められたときは、疑義の申立ての書

　　面を受理した日の翌日から起算して５日（休日を除く。）以内に説明を求めた

　　者に対して書面により回答する。 

（３）疑義の再申立については、書面による回答を受理した日から３日（休日を除

　　く。）以内に書面をもって申し立てることができ、契約担当官等は、疑義の再

　　申立の書面を受理した日の翌日から起算して３日（休日を除く。）以内に説明

　　を求めた者に対して書面により回答する。 

９　応募に当たっての留意事項

（１）応募者は、応募に当たり下記の各号について同意した上で応募するものとす

　　る。 

　　ア　提出資料に虚偽の記載をした者の応募は無効とする。 

　　イ　正当な理由がなく資料を提出しなかった者、業態調査に協力しなかった又

　　　は妨害した者の応募は無効とする。 

　　ウ　審査後、資料に虚偽の記載が判明した場合、他の調達要求に係る公募又は

　　　入札等を停止することができる。 

　　エ　資料等の作成、提出及び説明会への参加並びに業態調査への協力に要する

　　　費用は、応募者の負担とする。 

　　オ　提出資料は、原則として返却しないものとする。 

　　カ　提出資料は、他の目的に使用しない。

　　キ　提出資料に受注の可否に影響のある変更が生じた場合には、速やかに報告

　　　すること。
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　　ク　当該調達品目については、公示時点で調達を予定しているものであり、今

　　　後必ず調達があることを保証するものではない。

（２）資料等の提出に当たっては、製本等、過剰な編てつ等は不要とする。
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別紙様式

　舞鶴地方総監部経理部長　殿

　　　　　　　　　　　　　　             ○　○　　株　式　会　社

                                            代表取締役　　○○　○○　印

　標記について、下記のとおり応募します。

　　　　　

添付書類：１　資格審査結果通知書（写し）

　　　　　２　平成○○年○月期有価証券報告書及び監査報告書

　　　　　３　技術資料

（記入例）

参　加　表　明　書（舞監公示第２９－２３号）

記

調達予定品目 点検 整備 修理 備考

基地警備監視システム ○ ○ ○
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別 紙 

 

調 達 予 定 内 容 等 

 

１ 調達予定内容 

  以下の表のとおり。 

品  名 

基準項目 

製造会社（主要のみ記載） 
舞 

鶴 

佐 

世 

保 

点

検 

整

備 

修

理 

集中監視制御

盤部 
○ ○ ○ 

製作：三波工業（株） 

―構成― 

表示器、タッチパネル：ディサイン 

監視制御用ＰＣ、映像記録装置：三

波工業、ＤＥＬＬ 

無停電電源装置：ユタカ電気製作所 

○ ○ 

監視カメラ 

システム 
○ ○ ○ 

設置：三波工業（株） 

―構成― 

監視カメラ：パナソニック、サムス

ン、ＦＬＩＲ、東芝テリー 

屋外用ハウジング：スリーディー 

○ ○ 

侵入検知 

システム 
○ ○ ○ 

設置：三波工業（株） 

―構成― 

セ ン サ ー ： 日 立 金 属 、 DVTel ／

ioimage、竹中エンジニアリング 

○ ○ 

投光器 ○ ○ ○ 

設置：三波工業（株） 

―構成― 

装置：岩崎電気、ＢＯＳＣＨ 

○ ○ 

位置把握特定

装置 
○ ○ ○ 

設置：三波工業（株） 

―構成― 

装置：日立造船 

○  

伝

送

部 

器材用キ

ャビネッ

ト 

○ ○ ○ 

製作：三波工業（株） 

―構成― 

キャビネット組込器材：三波工業、

ＭＯＸＡ 

○ ○ 

配管配線 ○  ○ 設置：三波工業（株） ○ ○ 
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２ 基準項目の内容 

(1) 点 検 

   目視又は簡単な工具、計測器をもって装備品等の各部の機能又は作動を確

認し、調整不良、故障、欠陥等を発見する作業 

(2) 整 備 

   点検により発見した調整不良の是正及び今後継続して使用するために必要

な措置作業 

 (3) 修 理 

点検及び運用時に発見又は発生した故障、欠陥個所等の修理復旧作業（た

だし、別途費用がかかる場合、官側と調整することとする。） 

 

３ 主要内容 

品  名 分 類 内 容 

舞

鶴 

佐

世

保 

集中監視

制御盤部 

 

監視指令

台Ａ 

屋内設置 

精密機械 

点 検 

故障アラーム、画像表示、ＭＡＰ表示 

システムログ確認、直流電源電圧 

ＰＣ(電源、ＨＤＤ、ファン)、外部点検 

○ ○ 

整 備 
エアフィルター清掃 

無停電電源装置用バッテリー交換(注 1) 
○ ○ 

監視指令

台Ｂ 

屋内設置 

精密機械 

点 検 
画像表示、ＭＡＰ表示、直流電源電圧 

ＰＣ(電源、ＨＤＤ、ファン)、外部点検 
○  

整 備 
エアフィルター清掃 

無停電電源装置用バッテリー交換(注 1) 
○  

監視表示

装置 

屋内設置 

精密機器 

点検 
画像表示、ＭＡＰ表示、直流電源電圧 

ＰＣ(電源、ＨＤＤ、ファン)、外部点検 
 ○ 

整備 
エアフィルター清掃 

無停電電源装置用バッテリー交換(注 1) 
 ○ 

監 視 カ メ

ラ シ ス テ

ム 

 

監視カメ

ラＡ－１ 

屋外設置 

高所位置 

点 検 外部点検、ブロアー ○  

整 備 ガラス清掃、ワイパーゴム交換 ○  

監視カメ

ラＢ－１ 

屋外設置 

高所位置 

点 検 旋回動作、外部点検 ○  

整 備 レドーム清掃 ○  

監視カメ

ラＡ－２ 

屋外設置 

高所位置 

点 検 映像出力、外部点検 ○ ○ 

整 備 ハウジング清掃 ○ ○ 

監視カメ

ラＡ－３ 

弾庫設置 

高所位置 

点 検 映像出力、外部点検 ○ ○ 

整 備 ハウジング清掃 ○ ○ 
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品 名 分 類 内 容 

舞

鶴 

佐

世

保 

監 視 カ メ

ラ シ ス テ

ム 

監視カメ

ラＢ－３ 

屋外設置 

精密機械 

点 検 旋回動作、映像出力、外部点検 ○ ○ 

整 備 ハウジング清掃 ○ ○ 

侵 入 検 知

システム 

振動式検

知器 

屋外設置 

精密機械 

点 検 侵入検知動作、外部点検 ○ ○ 

整 備 感度調整 ○ ○ 

赤外線セ

ンサ 

屋外設置 

精密機械 
点 検 

侵入検知動作、外部点検 
○  

動体検知

装置 

屋外設置 

精密機械 
点 検 

侵入検知動作、自動追尾動作 
○ ○ 

投光器 

可視光式 

防爆型 

弾庫設置 

高所位置 

点 検 点灯・消灯、外部点検 ○ ○ 

整 備 投光面清掃 ○ ○ 

赤外線式 

 

屋外設置 

高所位置 

点 検 点灯・消灯、外部点検 ○  

整 備 投光面清掃 ○  

位置把握特定装置 

屋内設置 

精密機械 

点 検 端末 動作、端末外部点検 ○  

整 備 端末バッテリー交換(注 2) ○  

屋外設置

精密機械 
点 検 

アクセスポイント 受信エリア   

アクセスポイント 外部点検 
○  

伝 送 部 

器材用キ

ャビネッ

ト 

屋外設置 
点 検 

ドアアラーム動作、直流電源電圧 

ネットワークスイッチ、アレスタ 

外部点検、ブロワー 

○ ○ 

整 備 内部清掃 ○ ○ 

配管配線 屋外設置 点 検 外部点検 ○ ○ 

非常用発電機 屋外設置 
点検 

バッテリー、ファンベルト、メーター表

示点検 

外部点検 

○ ○ 

整備 潤滑油交換、冷却水交換 ○ ○ 

注１ 無停電電源用バッテリーは４年に１回交換する。 

注２ 位置把握特定装置の端末用バッテリーは２年に１回交換する。 

 


